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Ⅰ．会計に関するルールと実態 

 ①.予算配賦～発注～契約～支払に至るまでのルール 
 
 予算配賦 

  － 理事長が「予算編成方針」を策定。（会計規程第 10 条 1 項） 
    →文書で明確には定められていない。 

－ 理事長は、予算責任者が作成した予算単位の予算案に基づき、予算を作成。（同 10
条 2 項） 

  →予算責任者及び責任と権限を委譲されたものが作成したユニット・課単位の予

算案に基づき、予算を作成している。 
－ 理事長は予算の補正をすることができる。（同 13 条） 
  →理事長は予算の補正をすることができる。 

  － 理事長は、予算を予算責任者に配分する。（同 11 条 1 項） 
  →予算責任者及び責任と権限を委譲されたものに対し、ユニット・課単位に予算

を配分している 
  － 運営状況に応じて変更することができる。（同 11 条 2 項） 
    →運営状況に応じて変更することができる 
  － 予算責任者は追加配分を求めることができる。（同 12 条 2 項） 
    →予算責任者及び責任と権限を委譲されたものは追加配分を求めることができる。 
  － 理事長が追加配分を決定したときは、速やかに通知が必要。（同 12 条 3 項） 
    →文書で明確には定められていないが、決定したことを通知している。 
 
 発注/契約 
  － 理事長は、別の職員に事務契約を担当させることができる。（会計規程第 16 条 2

項） 
  － 建物、構築物及び建物付属設備の設計及び施工に係る契約はキャンパス建設課が

行う。（組織細則） 
    ※ 物品・役務等の契約については調達課（組織細則） 
  － 建物、構築物及び建物付属設備の設計及び施工に係る契約の決裁は 50 万円未満の

契約についてはキャンパス建設課長、50 万円以上の契約については理事、1 億円

以上の契約については理事長が行う。（決裁権限規程） 
    ※ 50 万円未満の物品・役務等の契約については調達課（決裁権限規程） 
  － 予定価格が 250 万円以上の工事契約については、入札手続きが必要。（契約事務取

扱規則第 31 条） 
 
支払 
 － 金銭の出納、保管は経理責任者（理事）の統括の下に出納責任者が行う。（会計規

程第 25 条 1 項） 
  － 出納責任者は、経理課長とする。（同 25 条 2 項） 
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